
信用金庫電子決済等代行業者との契約内容 
 

当 金 庫 は 、 信 用 金 庫 法 第 ８ ５ 条 の ５ 第 ３ 項 に 基 づ き 、 信 用 金 庫 電 子 決 済 等

代 行 業 者 （ 以 下 「 電 子 決 済 等 代 行 業 者 」 ） と の 契 約 内 容 の 一 部 を 公 表 い た し

ま す 。  

 

１ .  ペ イ ジ ー の 情 報 リ ン ク 方 式 を 取 り 扱 う 電 子 決 済 等 代 行 業 者 と の 契 約 内 容  

当 金 庫 は 、 ペ イ ジ ー の 情 報 リ ン ク 方 式 を 取 り 扱 う 以 下 の 信 用 金 庫 電 子 決 済

等 代 行 業 者 と の 間 で 、 信 用 金 庫 法 第 ８ ５ 条 の ５ 等 で 定 め る 事 項 を 含 め 、 契 約

を 締 結 し て い ま す 。  

（ １ ） 契 約 締 結 済 の 電 子 決 済 等 代 行 業 者  

  ① 株 式 会 社 イ ー コ ン テ ク ス ト  

  ② ベ リ ト ラ ン ス 株 式 会 社  

  ③ 株 式 会 社 NTT デ ー タ  

  ④ SMBC フ ァ イ ナ ン ス サ ー ビ ス 株 式 会 社  

  ⑤ KDDI 株 式 会 社  

  ⑥ 株 式 会 社 ア プ ラ ス  

  ⑦ 三 菱 UFJ フ ァ ク タ ー 株 式 会 社  

  ⑧ み ず ほ フ ァ ク タ ー 株 式 会 社  

  ⑨ 株 式 会 社 DG フ ィ ナ ン シ ャ ル テ ク ノ ロ ジ ー  

  ⑩ 三 菱 UFJ ニ コ ス 株 式 会 社  

  ⑪ NTT フ ァ イ ナ ン ス 株 式 会 社  

  ⑫ 株 式 会 社 ペ イ ジ ェ ン ト  

  ⑬ 株 式 会 社 エ フ レ ジ  

  ⑭ ウ ェ ル ネ ッ ト 株 式 会 社  

  ⑮ ト ラ ン ス フ ァ ー ネ ッ ト 株 式 会 社  

（ ２ ） 契 約 締 結 内 容  

以 下 の ペ ー ジ を ご 参 照 く だ さ い 。  

日 本 マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク 運 営 機 構  

日 本 マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 協 議 会  

 

２ .  ペ イ ジ ー 以 外 の 電 子 決 済 等 代 行 業 者 と の 契 約 内 容  

（ １ ）  契 約 締 結 済 の 電 子 決 済 等 代 行 業 者  

事 業 者 名  提 供 サ ー ビ ス ※ 2 
株式会社くふう AI スタジオ 家 計 簿 サ ー ビ ス Zaim 

ソリマチ株式会社 会 計 王  等  

株式会社マネーフォワード マ ネ ー フ ォ ワ ー ド ME 等  

マネーツリー株式会社 Money t ree 等  

freee 株式会社 ク ラ ウ ド 会 計 ソ フ ト  freee  等  

SBI ビジネス・ソリューションズ株式会社 MoneyLook 等  

株式会社ミロク情報サービス ACELINK NX-CE 等  

弥生株式会社 弥 生 会 計  等  

エメラダ株式会社 エ メ ラ ダ ・ キ ャ ッ シ ュ マ ネ ー ジ ャ ー  

https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html
https://www.jammo.org/kiyaku_dendaigyosha.html
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html
https://zaim.co.jp/
https://www.sorimachi.co.jp/


株式会社 NTT データ 

（サービス提供者：日本電子決済推進機構） 

Bank Pay 

株式会社 TKC 銀 行 信 販 デ ー タ 受 信 機 能  

※提供サービスは当金庫が提供するものではありません。 

詳細については、それぞれのサービスを提供する事業者へお問い合わせください。 

また、当金庫は事業者のサービス内容・セキュリティ・損害賠償等に関し、何ら保証するものではありません。  

（２） 契約締結内容 

① Bank Pay サービスによる電子決済等代行業者との契約については、以下のページをご参

照ください。 

日 本 電 子 決 済 推 進 機 構  

それ以外の提供サービスについては、以下をご参照ください。 

② 利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について 

電 子 決 済 等 代 行 業 者 の 提 供 サ ー ビ ス に 関 し て 、 利 用 者 に 損 害 が 生 じ た

場 合 、 電 子 決 済 等 代 行 業 者 が 利 用 者 へ の 対 応 窓 口 と な り 、 損 害 を 賠 償

ま た は 補 償 し ま す 。  

③ 電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う

措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当金庫が行う措置について 

ア ． 電 子 決 済 等 代 行 業 者 は 、 利 用 者 情 報 を 、 個 人 情 報 保 護 法 そ の 他 の

法 令 、 ガ イ ド ラ イ ン 等 を 遵 守 し 、 か つ 提 供 サ ー ビ ス の 利 用 規 約 に

従 っ て 取 り 扱 う も の と し ま す 。  

イ ． 電 子 決 済 等 代 行 業 者 は 、 提 供 サ ー ビ ス に 関 し 、 コ ン ピ ュ ー タ ウ イ

ル ス へ の 感 染 防 止 、 第 三 者 に よ る ハ ッ キ ン グ 、 改 ざ ん ま た は そ の

他 の ネ ッ ト ワ ー ク へ の 不 正 ア ク セ ス ま た は 情 報 漏 洩 等 を 防 止 す る

た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ る も の と し ま す 。  

ウ ． 当 金 庫 は 、 電 子 決 済 等 代 行 業 者 が 利 用 者 情 報 の 取 扱 い お よ び 安 全

管 理 措 置 を 適 切 に 行 っ て い な い と 判 断 す る 場 合 、 接 続 を 停 止 す る

こ と が で き る も の と し ま す 。  

④ 信用金庫電子決済等代行業再委託者※1（以下「電子決済等代行業再委託者」）における、

電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために行う

措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当金庫が行う措置について 

ア ． 電 子 決 済 等 代 行 業 者 は 電 子 決 済 等 代 行 業 再 委 託 者 に 対 し 、 利 用

者 情 報 の 取 扱 い お よ び 安 全 管 理 措 置 に つ い て 自 ら と 同 等 の 義 務 を

課 し 、 こ れ を 遵 守 さ せ る も の と し ま す 。  

イ ． 当 金 庫 は 、 電 子 決 済 等 代 行 業 再 委 託 者 が 利 用 者 情 報 の 取 扱 い お

よ び 安 全 管 理 措 置 に か か る 義 務 を 怠 り 、 ま た は 、 電 子 決 済 等 代 行

業 者 が 連 鎖 接 続 先 に 対 す る か か る 指 導 も し く は 改 善 を 適 切 に 行 っ

て い な い と 判 断 す る 場 合 、 連 鎖 接 続 の 停 止 を 求 め る こ と が で き る

も の と し 、 当 該 連 鎖 接 続 を 停 止 し な い 場 合 に は 、 接 続 を 制 限 も し

く は 停 止 す る こ と が で き る も の と し ま す 。  

  ※  信 用 金 庫 電 子 決 済 等 代 行 業 再 委 託 者 と は 、 信 用 金 庫 法 施 行 規

則 第 ９ ９ 条 の ４ 第 ２ 項 に 該 当 す る 事 業 者 の こ と を い い ま す 。  

 

以 上  

https://jeppo.jp/bankpay/dl/eg-dendaigyou.pdf
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